
随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

　　港湾局工務課設備係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号　　595-6320　　）

　地方自治法第167条の2第1項第2号

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随 意 契 約 の 理 由

　本工事では、既設の機能を保ったうえでシステムの増設を行う必要がある。増設工事においては、制御部分であるロー
カル設備を増設のうえシステムを一体として利用する必要がある。また、撤去・再取付工事においては、適切なシステムの
設定変更の上で撤去を行い、再取付後にも適切にシステムを復旧する必要がある。
　本設備は、国際条約（海上における人命の安全のための国際条約（ＳＯＬＡＳ条約））に基づき、港湾保安対策の一環とし
て整備された監視設備であるため、岸壁等を常時監視する必要があり、高い信頼性が求められ、且つ監視カメラ設備、拡
声設備、センサー設備等を連動させる事により制御・稼働する、専門性の高い特殊な設備である。
　そのため、本工事の実施にはシステム構築者でしか知り得ない専門的技術が必要であり、且つ国際条約に基づく保安
規程で定める秘密保持に努める必要がある。上記業者は、本設備を設置し、本設備のシステムを構築した者である。その
ため、当該システムは、他者では性能・品質の確保・保証が出来ない。したがって、上記業者は、増設工事および撤去・再
取付工事後も性能・品質の確保・保証を行う事が出来、本工事を唯一実施できる者である。
以上の理由から、上記業者と特命随意契約を行うものである。
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